
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
二
級

建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
奈
良
県
指

定
試
験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
時
間

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

（一）

平
成
二
十
一
年
七
月
五
日
（
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

（二）

平
成
二
十
一
年
九
月
十
三
日
（
日
）

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

（一）

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
六
日
（
日
）

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

（二）

平
成
二
十
一
年
十
月
十
一
日
（
日
）

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

試
験
場

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

畿
央
大
学
（
北

城
郡
広
陵
町
馬
見
中
四
―
二
―
二
）

（一）

設
計
製
図
の
試
験

右
同

（二）
２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

畿
央
大
学
（
北

城
郡
広
陵
町
馬
見
中
四
―
二
―
二
）

（一）

設
計
製
図
の
試
験

右
同

（二）

三

受
験
申
込
手
続

１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
以
降
二
級
建
築
士
試
験
又

は
木
造
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込
み
を
し
た
者
の
う
ち
、
試
験
の
申
込
み
に
必
要
な
個
人
情
報
の

使
用
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
承
諾
を
し
て
い
る
者
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
時
間

（一）

受
付
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
（
水
）
か
ら
同
月
七
日
（
火
）
ま
で

(1)

受
付
時
間

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
最
終
日
の
午
後
四
時
ま
で

(2)
受
験
申
込
方
法

（二）

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（

）
に
お

http://w
w

w
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い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

受
験
手
数
料

（三）

所
定
の
額
を
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
指
定
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
又
は
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
決
済
に
よ
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
手
数
料
は
、
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
に
も
返
還
さ
れ
ま
せ
ん
。
（
他
に
、
事
務

手
続
手
数
料
が
必
要
で
す
。
）

２

受
付
場
所
に
よ
る
受
験
申
込

受
験
申
込
書
の
配
布

（一）

配
布
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
六
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で
（
同
月
十

(1)
一
日
（
土
）
及
び
同
月
十
二
日
（
日
）
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三

十
分
ま
で
（
最
終
日
は
午
後
三
時
ま
で
）

配
布
場
所

社
団
法
人
奈
良
県
建
築
士
会
（
奈
良
市
大
宮
町
二
―
五
―
七

奈
良
県
建
築

(2)
士
会
館
）

受
験
申
込
書
の
受
付
期
間

（二）

平
成
二
十
一
年
四
月
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後

四
時
ま
で

受
験
申
込
書
の
受
付
場
所

（三）

社
団
法
人
奈
良
県
建
築
士
会
（
奈
良
市
大
宮
町
二
―
五
―
七

奈
良
県
建
築
士
会
館
）

受
験
申
込
方
法

（四）

受
験
申
込
書
は
、
原
則
と
し
て

に
掲
げ
る
受
付
場
所
に
申
込
者
本
人
が
直
接
提
出
し
て
く

（三）

だ
さ
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
で
、
勤
務
先
の
証
明
書
又
は
住
民
票
が
添
付
さ



れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
郵
送
を
認
め
ま
す
。

郵
送
の
場
合
は
、
申
込
受
付
最
終
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
で
、
宛
先
を
明
記
し
所
要
の

郵
便
切
手
を
は
っ
た
受
験
票
返
送
用
封
筒
を
同
封
し
、
必
ず
書
留
速
達
と
し
て
く
だ
さ
い
。

受
験
手
数
料

（五）

所
定
の
額
を
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
指
定
の
払
込
用
紙
に
よ
り
、
あ
ら
か

じ
め
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
又
は
郵
便
局
に
払
込
ん
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
験
手
数
料
は
、
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
に
も
返
還
さ
れ
ま
せ
ん
。
（
他
に
、
払
込

手
数
料
が
必
要
で
す
。
）

四

合
格
者
の
発
表
及
び
合
否
の
通
知

１

学
科
の
試
験
の
受
験
者
（
全
部
又
は
一
部
の
科
目
を
欠
席
し
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

合
否
の
判
定
結
果
を
通
知
し
、
不
合
格
者
に
は
試
験
の
成
績
を
あ
わ
せ
て
通
知
し
ま
す
。
ま
た
、

合
格
者
の
名
簿
を
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
近
畿
支
部
、
社
団
法
人
奈
良
県
建
築

士
会
及
び
奈
良
県
土
木
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
建
築
課
に
お
い
て
掲
示
し
ま
す
。

２

設
計
製
図
の
受
験
者
（
欠
席
し
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
合
否
の
判
定
結
果
を
通
知
し
、

不
合
格
者
に
は
試
験
の
成
績
を
あ
わ
せ
て
通
知
し
ま
す
。
ま
た
、
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
奈

良
県
公
報
で
公
告
し
、
合
格
者
の
名
簿
を
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
近
畿
支
部
、

社
団
法
人
奈
良
県
建
築
士
会
及
び
奈
良
県
土
木
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
建
築
課
に
お
い
て
掲
示
し

ま
す
。

３

合
格
者
の
発
表
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
日
（
木
）
の
予
定
で
す
。

な
お
、
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
二
級
建
築
士
試
験
は
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
五
日
（
火

）
、
木
造
建
築
士
試
験
は
平
成
二
十
一
年
九
月
八
日
（
火
）
の
予
定
で
す
。

五

学
科
試
験
の
免
除

平
成
十
九
年
又
は
平
成
二
十
年
の
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
学
科
の
試
験
（
他

の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
の
学
科
の
試
験
を
含
む
。
）

に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
申
請
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
の
試
験
を
免
除
し
ま
す
。

六

そ
の
他

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
へ
照
会
し

て
く
だ
さ
い
。

奈
良
県
土
木
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
建
築
課
（
〇
七
四
二
―
二
七
―
七
五
六
三
）

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
近
畿
支
部
（
〇
六
―
六
九
四
二
―
二
二
一
四
）



社
団
法
人
奈
良
県
建
築
士
会
（
〇
七
四
二
―
三
〇
―
三
一
一
一
）
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